
困りごとや相談は警察専用ダイヤル「♯９１１０」にお電話ください 

 

何かしながら子どもを見守る活動「ながら見守り」にご協力ください    
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詐欺被害に遭わないための３ない行動 
 

  

 

運転者は・・・早めのライト点灯や、対向車や先行車

がいない場合のハイビーム有効活用など、歩行者や自

転車を早めに発見できるようにしましょう。 

歩行者は・・・夕暮れ時や夜間に外出する際は、明る

い色の服装で反射材を身につけましょう。 

  対向車や先行車がいないときには、ハイビーム

を活用しましょう！ 

 

・現金を 振り込まない！ 

公的機関の職員等から、 

「手続きの為に ATM の操作をして」と言われたら詐欺！ 

 

・現金を 送らない！ 

「レターパックや宅急便で現金を送って」と言われたら詐欺！ 

 

・現金を 渡さない！ 

身内が必要だという現金を代理の人物に渡さない！ 

公的機関を名乗る者から「カードや通帳を預かります」と言

われたら詐欺！ 

                                                                                                                                                   
 

 

 
 

 

 

期間  

令和４年 10 月 11 日（火）～10 月 20 日（木） 

 

この運動は、地域のみなさんと関係機関、団

体、警察などがお互いに連携して、地域ぐるみ

で地域安全活動に取り組むことにより、犯罪や

事故のない安全で安心して暮らせる地域社会を

実現することをねらいとしています。 

    活動の重点 

① 子供と女性の犯罪被害防止 

 

② ニセ電話詐欺の被害防止 
 
※毎月２０日は「地域安全の日」 

※１０月１１日は「安全・安心なまちづくり 

の日」 

 

「ATMで還付金」 

これは詐欺です！ 

すぐに１１０番通報してください！ 

※可児警察署管内でも発生しています 

 

かに 

 


